
（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）２３



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ２４

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六

十
九
条
及
び
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）２５



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ２６



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）２７



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ２８



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）２９



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ３０



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）３１



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ３２



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）３３



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ３４



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）３５



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ３６



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）３７



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ３８

◉
東
京
都
告
示
第
二
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
及
び
障
害
者
の
日

常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
十
九
条
並
び
に
指
定
自
立
支

援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 2）東 京 都 公 報令和8年1月15日（木曜日）３９



令和8年1月15日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 2） ４０


